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保健福祉部
Ⅰ
平成23年度社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監査について
１　指導監査の目的
社会福祉法人及び法人が設置・運営する社会福祉施設に対する指導監査については、社会福祉法第56条第1項及び生活保護法、老人福祉法、児童福祉法等の各法の規定に基づき、関係法令、通知による法人・事業運営についての指導事項に係る監査を実施するとともに、運営全般について積極的に助言・指導することで、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ることを目的に実施します。
２　指導監査の基本方針
　　⑴　背景

社会福祉基礎構造改革に伴い、介護保険法や障害者自立支援法等が施行され、福祉サービスが従来の措置から契約へ転換し、より一層の利用者本位の仕組みづくりが求められるなか、社会福祉法人を取り巻く環境の変化を踏まえた法人制度の見直しのほか施設運営等における規制緩和も併せて図られてきました。

こうしたなか、社会福祉法人や社会福祉施設は、社会福祉事業の担い手とし　て、法律に定める設置目的に従い、利用者本位のサービスの質の向上と、適切な利用者処遇に努めるとともに、地域福祉サービスの拠点としての機能を果たすことが、より一層求められています。

　　⑵　現状

適正な社会福祉法人運営及び施設サービスの質を確保するため、関係法令等　の遵守状況や法人・施設の運営状況の実態を的確に把握し、重点的かつ効率的な指導監査を実施していますが、昨年度においても、一部の法人・施設において、不適切な運営や経理などが行われています。

これらの原因としては、社会福祉法人としての公益性の意識が薄れているこ　と、チェック機能を担う理事会・評議員会がその役割を十分に発揮していないこと、経営責任を念頭においた運営管理がなされていないこと、不適切な事例、事故等の検証がなされていないこと、処遇にあたり利用者ひとりひとりの生活等に十分な配慮がなされていないこと、等が考えられます。
　　⑶　平成23年度の対応方針
　　　　平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響を踏まえ、例年、6月から実施していた指導監査について、実施時期を延期した経過があります。
　　　　そのため、年度内に全ての法人の指導監査を実施することが困難な状況となったことから、これまで、原則、年1回実施してきた社会福祉法人指導監査について、今年度から、「大きな問題がない社会福祉法人については、指導監査を2年に1回とする」こととします。
　　　　また、社会福祉施設監査については、原則、社会福祉法人の指導監査にあわせて実施することとしますが、年1回の指導監査が義務付けられている施設については、社会福祉施設指導監査のみ単独で行うこととします。
　　　　なお、公立施設のうち、保育所については書面による指導監査を実施することとし、その他の施設については、平成23年度は指導監査を実施しないこととします。
【基本方針】
こうした現状を踏まえ、社会福祉法人・施設に対する指導監査については、不適切な対応や事故等を未然に防止する見地から、次のことを基本方針に掲げ、施設の利用者等に対する質の高い処遇を確保するため、その運営管理全般の適正化に向けた指導監査の徹底を図ります。


①
法人・施設運営の適正化の推進と不適切事例等の防止

②
利用者処遇の向上とニーズに応えた施設運営の実施

３　指導監査の実施方針
　　⑴　実施方針

行政による指導監査は、福祉サービスの主たる担い手である社会福祉法人及　び社会福祉施設等が、利用者の視点に立ち、法令等の基準や定款を遵守し、良質なサービスを安定的・継続的に提供されるよう指導監督するものであり、厳正に実施されなければなりません。
本実施方針は、指導監査の重点化・効率化を図るため、保健福祉部が所管する社会福祉法人・各施設等の共通事項として策定しました。
今年度の指導監査を実施するにあたり、適正な法人組織・運営の確保、会計処理の適正化及び利用者保護と安全体制の確立の観点から、次のとおり重点事項を定め、指導の充実を図り、市民の福祉サービスの向上に取り組みます。

　　⑵　重点指導事項について

平成23年度指導監査の実施にあたり、今年度の基本方針及び前年度の指導監査結果等を踏まえ、次の事項について、特に重点的に確認及び指導を行います。
【法人・施設運営管理】
6項目

【会計】
5項目

【処遇】
・
利用者処遇関係
3項目

・
運営管理体制
5項目

【法人・施設運営管理】
	ア　理事会等の運営

理事会・評議員会において、予算・決算等の要議決事項及び重要事項等について、適切な時期に、実質的な審議がなされていること。
イ　理事会等へ出席

理事会・評議員会への欠席が継続している理事・評議員がいないこと。
ウ　職務代理者の指名

理事長の職務代理者が、理事長の改選時期に合わせて指名されていること。
エ　登記

役員に関する事項及び資産の総額等、法人の登記すべき事項が、期限内に登記されていること。
オ　諸規程の整備

諸規程が整備され、規程に基づいた運営が行われていること。特に、役員報酬、給与、時間外勤務及び各種手当の算定が適正に行われていること。また、年次有給休暇の算定及び繰越しが適正に行われていること。
カ　届出等
関係法令・通知等に基づく届出等が適切に行われていること。



【会計】
	ア　決算処理

決算書類が整備され、附属明細票及び挙証書類等との整合が図られていること。
イ　予算管理

すべての収入及び支出を予算に編成し、予算に基づいた経理を行っていること。また、年度途中で不足が見込まれる場合は、必要とされる補正予算を作成していること。
ウ　運営費の運用

特別養護老人ホームや指定障害者支援施設等における繰越金等の取扱い、社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用、保育所運営費の経理等、軽費老人ホームの運営費の運用が適正に行われていること。
エ　入札等事務

工事又は高額物品の購入については、競争入札を行うとともに、契約書等を取り交わしていること。また、価格による随意契約は、2社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断していること。
オ　委託契約

業務委託契約について、契約相手方の選定や経費の積算根拠等が明確にされ、入札事務も適正に執行されていること。




【処遇】

	ア　利用者処遇関係

	(ｱ)　処遇計画が適正に策定され、その実践に努めていること。また、処遇記録等が整備されていること。
(ｲ)　苦情処理体制が整備され、利用者が実際に利用しやすいよう、適切な周知方法がとられていること。また、利用者からの苦情に対し、適切な対応が図られていること。
(ｳ)　利用者の定期的な健康診断、衛生管理及び感染症等への対策が適切に講じられていること。特に、インフルエンザ、Ｏ１５７，感染性胃腸炎等の感染防止とレジオネラ症防止対策が講じられていること。

イ　運営管理体制
(ｱ)　職員について、配置基準に基づく必要な職員が確保されていること。必要な資格等を有していること。休暇取得時等の代替職員が確保されていること。
(ｲ)　利用者は、災害発生時の避難誘導等に特に配慮を要するものであるため、日ごろの防災体制の確立、有効な避難訓練の実施、地域住民、消防機関等との連携協力体制の確保、非常食の準備等、各種の災害に備えた防災対策に万全を期していること。特に地震防災体制については、日ごろから地震発生時を想定し、利用者の特性や施設の立地条件等を勘案した十分な対策が講じられていること。
(ｳ)　事故防止のため、普段から利用者の行動の十分な把握、ヒヤリハット事例の積極的収集・分析に取り組んでいること。事故発生時の対応方法についてあらかじめ定めておくこと。また、実際に事故が発生した際、速やかに利用者の家族へ連絡するとともに、市へ報告を行い、必要に応じ、事故原因を解明し、再発防止策をとっていること。
(ｴ)　利用者や利用者の家族等の個人情報が、「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」（平成16年11月30日付厚生労働省通知）及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成16年12月24日付厚生労働省局長通知）等に基づき、適正な取扱いが確保されていること。
(ｵ)　利用者へ提供されるサービスの質や職員の処遇向上のため、運営費、介護給付費等が適正に支出され、質及び処遇の向上に反映されていること。




　　⑶　利用者処遇に重点をおいた監査の実施について

【適切な処遇の確保】
施設運営の基本が、利用者に対する適切な処遇の確保にあることを認識し、利用者ひとりひとりの人権を尊重した適切な処遇が実施されているかどうかに重点をおいた監査を実施します。

【的確な実態把握の確保】
監査時に、利用者や施設職員への聞き取りを積極的に行い、特別養護老人ホームについては介護保険法上の事業指定権限を有する県と、措置施設及び保育所等の施設については各地区保健福祉センターとの情報交換を図り、的確な実態把握に努め、効果的な監査を実施します。

　　⑷　その他（「新人材確保指針」の制定について）

将来にわたり福祉・介護ニーズに的確に対応できる質の高い人材を安定的に　確保していくことが喫緊の課題として、国において、14年ぶりに、社会福祉法第89条第1項の規定に基づく「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」を改定し、平成19年8月に告示しました。
そのなかで、経営者、関係団体等並びに国及び地方公共団体が講ずるべき措　置について、それぞれの役割ごとに記載され、市については、次のとおり明記されていることから、今年度の法人・施設指導監査においては、施設経営者等に対し、職員処遇の向上への取り組みについて、昨年度以上に、強く喚起していく必要があります。
【自治体の役割】
・実態の把握

・福祉・介護サービスの周知・広報

・福祉・介護サービス分野における人材確保対策の推進

・都道府県人材センター等の積極的な活用

・労働環境の改善等

・労働関係行政機関への情報提供

Ⅱ
平成23年度各施設の指導監査の実施方法について

（「根拠法令及び対象施設一覧」はp.11参照）

１　生活保護

平成23年度は、社会福祉法人が設置・運営する生活保護施設について、社会福祉法人指導監査にあわせ、法人監査を実施しない生活保護施設にあっては、実地監査を2年に1回とします。
また、公立施設については、今年度の指導監査は見送ることとします。
（通知等）

「生活保護法による保護施設に対する指導監査について」（平成12年10月25日社援第2395号厚生省社会・援護局長通知）

２　介護保険・老人福祉
　　⑴　特別養護老人ホーム等に対する監査の実施について

老人福祉法で規定されている指導監督権限を有する市と、介護保険法で規定　されている指導監督権限を有する県との間で、権限が重複する施設・事業がありますが、平成23年度は県の実地指導の予定がないことから、市単独で社会福祉法人・施設の実地監査を実施します。
　　　　また、社会福祉法人指導監査にあわせ、法人監査を実施しない高齢者施設については、実地監査を2年に1回とします。
なお、生活保護法に基づく介護機関の指定も受けている場合は、必要に応じ　て、保健福祉課保健福祉係も合同で実地による個別指導を実施します。介護保険施設のうち介護老人保健施設（運営指導・報酬請求指導）については、長寿介護課介護支援係単独で実施します。
　　　　公立施設については、今年度の指導監査は見送ることとします。

さらに、介護療養型施設については、県が指導監督権限を有していることから、当該指導監査の対象外とします。

ただし、介護老人保健施設のうち平成23年４月現在、社会福祉法人で運営している施設については、法人監査の一環として会計監査を行います。

（通知等）

「老人福祉施設に係る指導監査について」（平成12年5月12日老発第481号厚生省老人保健福祉局長通知）

「介護保険施設等の指導監査について」（平成18年10月23日老発第1023001号厚生労働省老健局長通知）
　　⑵　地域密着型サービス事業等に対する実地指導について
平成18年度に創設された地域密着型サービス事業者等への指導監督権限については、介護保険法において市町村と規定されることとなったことから、社会福祉法人が実施するものについては、法人・施設監査時に長寿介護課介護支援係と合同で実施します。

なお、社会福祉法人以外が設置・運営するものについては、長寿介護課介護支援係単独で実施します。
各法に基づく指導監督権限を有する事業
	
	市
	県

	
	【老人福祉法】
	【介護保険法】
	【医療法】

	第一種
	特別養護老人ホーム
	（地域密着型）
	介護老人福祉施設
	―

	
	軽費老人ホーム
	―
	特定施設入居者生活介護
	―

	
	養護老人ホーム
	―
	特定施設入居者生活介護
	―

	第

二

種
	老人居宅介護等事業
	
	（介護予防）訪問介護事業所
	―

	
	
	（介護予防）小規模多機能型
	
	

	
	老人デイサービス（事業）
	（介護予防）認知症対応型
	（介護予防）通所介護事業所
	―

	
	老人短期入所施設（事業）
	
	（介護予防）短期入所生活介護事業所
	―

	
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	認知症対応型共同生活介護
	―
	―

	
	老人介護支援センター
	―
	―
	―

	
	―
	右同＜長寿介護課＞
	介護老人保健施設(*)
	―

	他
	―
	―
	介護療養型医療施設
	療養病床


＊

社会福祉法上、「老人保健施設」は公益事業ですが、開設許可を行う福島県では、第二種社会福祉事業である生活困難者への事業を併せて実施することを条件としていることから、第二種に位置づけることとなっています。
３　身体障がい・知的障がい福祉
平成18年10月から、障がい福祉サービス事業所指定については、地方自治法の大都市特例の廃止に伴い、指定都市・中核市から県へ一元化されたことから、障がい福祉課では、旧法（身体障害者福祉法、知的障害者福祉法）体系の社会福祉法人に係る利用者処遇に関する指導監査についてのみ、市の社会福祉法人・施設監査と同日に合同で実施します。
　　　また、社会福祉法人指導監査にあわせ、法人監査を実施しない障害者施設については、実地監査を2年に1回とします。
（通知等）

「障害者支援施設等に係る指導監査について」（平成19年4月26日障発第0426003号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知）

「障害福祉施設等に係る指導監査について」（平成15年3月28日障発0328016号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
４　児童福祉

社会福祉法人が設置・運営する保育所については、児童福祉法で規定されている指導監督権限を有する児童家庭課保育係と、社会福祉法人・施設監査と日程等を調整のうえ、合同で実地監査を実施します。
　　　また、社会福祉法人の指導監査を2年に1回としますが、児童福祉施設については、児童福祉法施行令により年1回実地監査を行う必要があるとされていることから、法人立認可保育施設監査については、全施設で実施することとします。実施にあたり、社会福祉法人指導監査を実施しない保育所については、児童家庭課保育係単独で施設監査を実施します。
　　　なお、監査項目は東日本大震災に伴い避難を余儀なくされた施設も多かったことから、避難方法等の重要項目に限定する予定です。

　　　認定こども園については、初めての監査となることから、通常の項目全般について実地監査を実施します。

公立保育所については、法人立認可保育所と同様に重要項目に限定し、書面監査を実施します。

認可外保育施設については、今年度については、立ち入り調査は実施しないこととしますが、児童福祉法により、施設の設置者から施設の運営状況が報告されることとなっているため、これによる書面調査を実施します。

（通知等）

「児童福祉行政指導監査の実施について」（平成12年4月25日児発第471号厚生省児童家庭局長通知）

５　措置の実施機関（地区保健福祉センター）

福祉五法に係る措置の実施機関である7地区保健福祉センターについては、各法の所管課において、調査表に基づく書面監査（場合に応じて適宜実地監査）を実施します。

なお、措置の実態に即した監査ができるよう、今年度も、事前に調査表の内容の見直しを行う予定です。
（通知等）

社会福祉法第20条。地方自治法第154条。ただし、生活保護については、生活保護法第23条において別途監査規定があることから除くものとする。
【主な確認事項】
	区分
	内容
	特記事項

	五法共通
	訪問活動の状況等
	

	老人福祉法
	配食サービス、緊急通報システムの処理状況等
	

	児童福祉法
	保育所の入･退所人員状況等
	

	障害者自立支援法
	補装具、日常生活用具交付者負担金等状況等
	


６　助産施設
総合磐城共立病院内にあることから、各地区保健福祉センターにおける措置状況の確認をもって監査を実施するものとします。
【根拠法令及び対象施設】
	根拠法令
	根拠条文
	監査対象

	
	社会福祉法
	第56条第1項

第70条

第20条
	法人に対する一般的監査

社会福祉施設等に対する調査

措置の実施機関に対する指導監査
	社会福祉法人

社会福祉施設

地区保健福祉センター

	
	生活保護法
	第44条第1項
	保護施設への立入検査等
	救護施設

授産施設

	
	老人福祉法
	第18条第2項
	特別養護老人ホーム等への立入検査等
	特別養護老人ホーム
老人デイサービスセンター
養護老人ホーム

	
	児童福祉法
	第46条第1項
	児童福祉施設への立入検査等
	保育所

	介護保険法
	第23条
	居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援事業者等からの文書の提出等。
	介護保険事業所


※　身体障害者更生援護施設（身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設）、知的障害者援護施設（知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム）について、身体、知的障害者福祉法に立入検査等の規定がないため、社会福祉法第70条に基づき、指導監査を実施します。
※　その他関係法令、通知等については、別添「最低基準その他根拠法令について」を参照。
【参考】

（社会福祉法人以外が設置・運営する事業所等）
	根拠法令
	根拠条文
	監査対象
	監査実施課

	障害者自立支援法
	第48条、第81条
	障害福祉サービス事業所等
	障がい福祉課

	介護保険法
	第23条
	介護保険事業所
	長寿介護課

	児童福祉法
	第59条
	認可外保育施設
	児童家庭課


Ⅲ　平成23年度指導監査の実施方法・体制及び結果管理について
１　実施方法

	一般監査
	特に大きな問題がない法人については、2年に1回の監査とし、昨年度の監査結果や地域性等を考慮し、実施法人を選定する。
ただし、定期監査によっても改善が見られないと判断される場合は、改善が見られるまで継続して指導及び監査を実施。

	特別監査
	運営上、問題を有する、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる、または最低基準違反があると認められるもの、あるいは度重なる一般監査によっても改善が見られない法人・施設（新たに設立された法人を含む）等に対し、随時、指導及び監査を実施。


（根拠通知等）
「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」3(3)（平成13年7月23日付　厚生労働省通知）

２　実施体制
	
	対象法人・施設
	方法
	期間
	人員及び構成

	一般監査
	法人・施設
	実地

監査
	原則

１日

*1
	4名*2

	
	
	
	
	
	保健福祉課
	法人指導係長
	1名

	
	
	
	
	
	〃
	〃　担当職員
	1名

	
	
	
	
	
	施設所管課
	担当係長
	1名

	
	
	
	
	
	〃
	担当職員
	1名

	
	公立施設
	実地

監査
	半日
	2名

	
	
	老人／生保／

保育所
	
	
	
	施設所管課
	担当係長
	1名

	
	
	
	
	
	
	〃
	担当職員
	1名



	
	措置事務実施機関

（地区保健福祉センター）
	書面及び実地
	
	所管課（障がい福祉、長寿介護、児童家庭課）において、調査票を書面審査し、必要に応じて実施監査を実施。

	特別監査
	不正等のある法人・施設等
	実地
監査
	1日
	4名

	
	
	
	
	保健福祉課長が、法人・施設監査体制に参加。


※1　通所施設のみ運営法人は半日。
※2　保健福祉課長補佐が、法人・施設監査統括として適宜参加。
また、保育所の監査には、必要に応じて、保育士・栄養技師も参加。
３　監査結果の管理
⑴　一般監査の指摘
監査については、「社会福祉法人及び施設に対する指導監査に係る指摘　区分等の基準」（平成16年8月3月制定）に基づき指摘します。

その内容については、「指導監査管理簿」において管理することとし、また、提出された改善等報告書の内容を確認した結果、改善が不十分と判断したものについては、再度の見直しを求めるものとします。

なお、指摘の区分については、次のとおりです。

　　　ア　文書指摘（回答を要する事項）
社会福祉法人及び施設に対する指導監査の結果、法令・通知等と照合し、明らかに違法又は不適正であって是正又は改善を要する事項については、文書指摘とします。
イ　文書指摘（回答を要しない事項）
文書により通知するものの、内容が軽易なものであると認められるもので、その結果についての確認が、次回監査時に行うもので足りる、報告は求めない事項については、回答を要しない文書指摘とします。
ウ　口頭指示

公共性、効率性及び透明性等の観点から見て、何らかの指導を要する事項、その他適切な法人・施設運営の確保又は不適正事項等の未然防止を図るため、特に指導等が必要と認められる事項については、監査の場で口頭による指示を行います。
⑵　継続的な指導
一般監査の結果、法人から提出された改善結果報告書等でも改善が認められ　ないと判断される法人・施設に対しては、改善が図られるまで継続して指導を実施することで、自主的な改善を求めることとします。
　　⑶　特別監査等の実施

自主的な改善が図られない場合、又は次の各項目に該当する重大な問題を有　する法人・施設（新たに設立された法人を含む）等に対しては、随時、特別監査を実施し、その内容に応じて、社会福祉法第56条、第71条、各個別法及び厚生労働省通知等に基づく改善命令又は制裁措置等も検討し、実効性のある指導監査を実施します。

【特別監査の実施対象となる基準】

	ア　運営上、問題を有する法人・施設

イ　不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる法人・施設

ウ　最低基準違反があると認められる施設

エ　度重なる一般監査、再指導等によっても改善が見られない法人・施設


⑷　同一事項の継続的指摘への対応
同一事項が未改善のため、3年連続して要回答の指摘がなされた法人・施設に対しては、指導監査の実効性を確保するため、特別監査も含めた検討を行います。
Ⅳ
平成23年度指導監査実施計画について
（詳細は、【監査実施計画数及び計画率】（p.16）参照）

１　対象別指導監査実施計画
　　⑴　社会福祉法人及び施設
原則、2年に1回の実地による一般監査を実施。
　　　　児童福祉施設については、年1回の実地監査を実施。

　　⑵　公立施設
原則、2年に1回の実地監査を実施。
　　⑶　措置事務の実施機関（地区保健福祉センター）
福祉5法関係資料等に基づき、措置事務の執行状況について、各法所管課に　おいて、書面及び実地による指導・一般監査を実施。
　　⑷　助産施設
総合磐城共立病院内にあることから、各地区保健福祉センターにおける措置状況の確認をもって監査に代えるものとします。
【監査実施計画数及び計画率】

	区分
	対象
	対象数（A）
	監査計画数（B）
	監査計画率（B/A）

	
	
	総数
	私立
	公立
	総数
	私立
	公立
	総

数
	私

立
	公

立

	
	
	(a+b)
	(a)
	(b)
	(a+b)
	 (a)
	(b)
	(a+b)
	 (a)
	 (b)

	機関
	実施機関（地区保健福祉センター）
	7 
	0 
	7 
	7 
	- 
	7 
	100%
	-
	100%

	
	社会福祉法人
	41 
	41 
	0 
	23 
	23
	- 
	56%
	56%
	-

	合計(1)
	48 
	41 
	7 
	30 
	23 
	7 
	63%
	56%
	100%

	生活保護
	救護施設
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	- 
	0%
	0%
	-

	
	授産施設
	1 
	0 
	1 
	0 
	- 
	0 
	0%
	-
	0%

	
	小　計①
	2 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0%
	0%
	0%

	老人福祉
	養護老人ホーム
	2 
	0 
	2 
	0 
	- 
	0 
	0%
	-
	0%

	
	特別養護老人ホーム
	17 
	17 
	0 
	11 
	11 
	- 
	65%
	65%
	-

	
	軽費老人ホーム
	6 
	6 
	0 
	3 
	3 
	- 
	50%
	50%
	-

	
	老人デイサービスセンター
	1
	1
	0
	1
	1
	-
	100%
	100%
	-

	
	小　計②
	26 
	24 
	2 
	15 
	15 
	0 
	58%
	63%
	0%

	身障福祉
	重度身体障害者授産施設
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	- 
	0%
	0%
	-

	
	身体障害者療護施設
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	- 
	0%
	0%
	-

	
	身体障害者授産施設（通所）
	1 
	1 
	0 
	1 
	1 
	- 
	100%
	100%
	-

	
	小　計③
	3 
	3 
	0 
	1 
	1 
	0 
	33%
	33%
	-

	知障福祉
	知的障害者更生施設（入所）
	4 
	4 
	0 
	0 
	0 
	- 
	0%
	0%
	-

	
	知的障害者更生施設（通所）
	2 
	2 
	0 
	0 
	0 
	- 
	0%
	0%
	-

	
	知的障害者授産施設（通所）
	4 
	4 
	0 
	2 
	2 
	- 
	50%
	50%
	-

	
	知的障害者通勤寮
	2 
	2 
	0 
	0 
	0 
	- 
	0%
	0%
	-

	
	知的障害者福祉ホーム
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	- 
	0%
	0%
	-

	
	小　計④
	13 
	13 
	0 
	2 
	2 
	0 
	15%
	15%
	-

	児童福祉
	保育所（認定こども園含む）
	65 
	27 
	38 
	58 
	27 
	31 
	89%
	100%
	82%

	
	助産所
	1 
	0 
	1 
	1 
	- 
	1 
	100%
	-
	100%

	
	小　計⑤
	66 
	27 
	39 
	59 
	27 
	32 
	89%
	100%
	82%

	合計(2)（①+②+③+④+⑤）
	110 
	68
	42 
	77 
	45
	32 
	70%
	66%
	76%

	総　計（(1)＋(2)）
	158 
	109 
	49 
	107 
	68 
	39 
	68%
	62%
	80%


※　障害者に係る特定旧法指定施設（身体障害者更生援護施設（身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設等）、知的障害者援護施設（知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム等））については、障害者自立支援法に基づく体系への経過措置が設けられていることから、その間は、従来どおりの表記としています。

※　老人デイサービスセンター数は、特別養護老人ホーム併設等のものは含みません。

Ⅴ
その他

１　平成22年度指導監査結果の公表について

　　⑴　指導監査結果の公表

指導監査の結果を法人へ問題点として通知することで、さらなる適正な運営　の確保、処遇の向上を図るとともに、一般市民等に対する情報の透明性を確保することで、施設における不祥事等の発生の未然防止を図ることを目的に、平成22年度の監査結果を、市ホームページ等に掲載し、情報の公表を行います。

　　⑵　公表の内容

ア　今年度の指摘事項（法人・施設種別、指摘項目別）を集計したものとします。

イ　法人・施設種別は、「法人」、「老人福祉施設」、「障がい者福祉施設」、「保育所」、「保護施設」とします。

ウ　指摘項目は、厚生労働省へ毎年度報告しているものに準ずるものとします。

　　⑶　公表

平成22年度指導監査指摘事項集計表

　　⑷　自主点検の実施について
健全な法人運営及び施設サービスの質の確保を推進するとともに、不適切な　対応等の未然防止を目的に、次の資料を法人へあらかじめ通知し、法人・施設において、事前の自主点検をさせることで、自主的な改善を促し、もって法人・施設のより健全な運営の確保を図ります。

・　平成23年度社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査重点着眼事項
（自主点検事項）

　　　　・　平成23年度社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査重点着眼事項自主点検表
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